
●必要事項を記入し、この用紙を必ず同封してお送りください。

●郵送先：〒171-8422　豊島区南池袋2-45-1　豊島区役所7階　生活産業課　補助金担当

【提出書類】 ★印のあるものは区ホームページからダウンロードできます。

①

②

③

④

⑤

⑥

区処理欄

受付 入力 不備連絡 審査

日付 ／ ／ ／ ／

担当

商店街

直近の個人事業税の納税証明書の写し
（非課税の場合は、直近の所得税確定申
告書の写し）
※東京都主税局の都税事務所で取得
※領収証書では代用不可
※創業間もなく、申告時期が未到来の
　場合、不要

豊島区内に主たる事業所があることがわ
かる書類（バーチャルオフィスは対象
外）
【例】
・個人事業の開業・廃業等届出書の写し
 （受付印のあるもの）
・事業所の記載がある確定申告書の写し
・賃貸借契約書の写し
・営業許可証の写し
など

★補助金交付申請書(第１号様式）　★別紙   1    2    3 (提出する番号に○をつけてください)
※修正液、修正テープの使用不可

所在地
〒　　　-

（フリガナ）

ご担当者名

（　　　　　　　　　　）

ウィズコロナ販売促進費用補助金　郵送時チェックリスト

法人名
（屋号）

（フリガナ）

代表者名

（　　　　　　　　　　）

【確認事項】

直近の（1）法人都民税、（2）法人事業
税、２種類の納税証明書の写し（減免事業
者の場合は減免決定通知書の写し）
※東京都主税局の都税事務所で取得
※領収証書では代用不可
※創業間もなく決算が未到来の場合、
　不要

履歴事項全部証明書の写し（発行３か月以
内）※ネット取得不可
本店登記地が区外の場合は、履歴事項全部
証明書に支店登記されている区内事業所の
み対象（バーチャルオフィスは対象外）

□封入済

電話番号
FAX番号

電話（　　　　　　　　　　　　　　　　）FAX（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※平日の日中に連絡が取れる電話番号をご記入ください

Eメール
アドレス

予約受付No.
※予約受付確認通知の左上に

記載してあります。

チェック欄

★郵送時チェックリスト（この用紙） □封入済

法人 個人

□封入済
（商店街は

不要）

□封入済
（商店街は

不要）

補助対象経費の支払および内訳が確認できる書類の写し　※AおよびB
A.支払いの完了日が確認できるもの（宛名書きのある領収書またはレシート、振込明細書　など）
B.購入品の内訳がわかるもの（請求書、内訳明細書　など）

□封入済

返信用封筒（申請者の住所・氏名を記載し84円切手を貼付した、長形3号サイズのもの） □封入済

■提出していただいた書類は返却できません。
　③、④、⑤の書類については、必要に応じて写し（コピー）をご提出ください。

□
了承しました

備　　　　考

■すでに予約申込票を提出し、予約受付確認通知を受理しています。
□

は　い



第１号様式（第５条関係）

　　　豊　島　区　長 年　　　月　　　日

※ 円 　※欄は記入不要

１　概要

２　確認事項  ※該当するものすべてにチェックを入れてください。

３　振込口座

法人名・商店会名
個人の場合は屋号

代表者役職・氏名

電話番号 Eメールアドレス

補助金交付申請書（ウィズコロナ販売促進費用補助金）

豊島区ウィズコロナ販売促進費用補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金の交付を申請します。なお、交付要件について以
下の確認事項のとおり申告し、誓約いたします。

交付申請額

所在地

　〒

　豊島区

以下の①、②、③いずれかにあてはまる。
　①中小企業基本法に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していない。
　②個別に規定される法人で、資本金の額が３億円以下または常時使用する従業員の数が３００人以下である。
　　　例）医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、
　　　　一般財団法人、公益財団法人等
　③豊島区商店会の届出に関する取扱要綱第４条に規定する商店会台帳に登録された商店街等。

個人事業主の場合は個人事業税、法人は法人事業税・都民税を滞納していない。

企
業
情
報

事務担当者名 事務担当者連絡先

主な業種

資本または出資金額 従業員数

申請する経費は令和5年4月1日から9月30日までに支払および設置を完了するものである。

フランチャイズ及びそれに類する契約を締結して事業を営んでいない。

金融機関コード：

補助金を受けようとする者の親会社、子会社、グループ企業関連会社（資本関係のある会社、役員および社員を兼用してい
る会社、代表者の三親等いないの親族が経営している会社等）との取引に要する経費ではない。

個人事業主の場合は区内に主たる事業所があり、３か月以上継続して事業を営んでいる。
法人の場合は区内に履歴事項全部証明書に登記されている事業所があり、３か月以上継続して事業を営んでいる。

金融機関名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77条）第2条第2号に規定する暴力団
又はその利益となる活動を行う団体ではない。

同一の対策用品を対象として、豊島区及び他の公的機関から補助金を受けていない。
また、豊島区への補助金申請は、令和５年度中において今回が初めてである。

風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する
性風俗関連特殊営業、金融・貸金業ではない。

振込口座
フリガナ

氏名

支店名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支店コード：

預金種目 □普通　　　□当座 口座番号

印

印



１　事業概要

◆国や都、各団体が発行する感染拡大予防ガイドライン等に基づき、区内事業所に設置する用品であること。

２　経費明細

◆支払いが分かる書類（領収書等）および内訳が分かる書類（請求書、購入履歴等）を別途提出すること。

◆商品単価が税抜1,000円以上の用品であること。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【A】補助対象経費　 ①＋② 円

【B】交付申請額　 【Ａ】×2/3（1,000円未満切捨） 円 ※最大10万円

３　感染防止対策の内容が確認できる写真

別紙１【感染防止対策経費】

※上記で申請した品の写真（ネット上の商品画像不可、段ボールに入っている場合は中身が見えるように撮影）

感染症対策内容

（購入品の内容、用途など）

消耗品以外 消耗品

品　　名 税抜（円） 税込（円） 品　　名 税抜（円） 税込（円）

0 ※15万円以内

0

小　　計　① 0 小　　計　②
※30,000円以内

0



１　事業概要

２　経費明細

◆支払いが分かる書類（領収書等）および内訳が分かる書類（請求書、契約書、購入履歴等）を別途提出すること。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【A】補助対象経費　 ① 円

【B】交付申請額　 【Ａ】×2/3（1,000円未満切捨） 円 ※最大10万円

３　販売促進事業の内容が確認できる写真

0 ※15万円以内

0

※事業内容をPRしたことが分かる画像、契約書や成果物を添付

現状および課題

小　　計　① 0

別紙２【販売促進経費】

期待される効果

事業内容
（販売促進の具体策）

販売促進費

品　　名 税抜（円） 税込（円）



１　事業概要

２　経費明細

◆支払いが分かる書類（領収書等）および内訳が分かる書類（請求書、契約書、購入履歴等）を別途提出すること。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

【A】補助対象経費　 ① 円

【B】交付申請額　 【Ａ】×2/3（1,000円未満切捨） 円 ※最大10万円

３　デジタル化推進事業の内容が確認できる写真

0 ※15万円以内

0

※物品購入の場合はその画像、その他の場合は事業内容が分かる書類（契約書など）を添付

小　　計　① 0

別紙３【デジタル化推進経費】

現状および課題

事業内容
（デジタル化推進の具体策）

期待される効果

デジタル化推進費

品　　名 税抜（円） 税込（円）


